
入 札 公 告 

 

 一般競争入札（条件付）を次のとおり実施する。 

令和３年８月２０日 

宮崎県知事 河野俊嗣    

１ 競争入札に付する事項 

  (1) 物品及び数量   カラー複合機賃貸借並びに保守及び消耗品等の供給（１台一式） 

  (2) 物品の特質等   仕様書による。 

  (3) 納入期限     令和３年９月３０日 

  (4) 契約期間     令和３年１０月１日から令和８年９月３０日まで 

  (5) 納入場所     県庁３号館２階 文化財課 

  (6) 入札方法     (1)の物品について入札を実施する。 

   ア 入札書のフルカラー複合機賃貸借料は、賃貸借期間を６０箇月とした場合における６

０箇月分を記載すること。 

   イ 入札書の保守等料金は、複合機の１箇月間の複写枚数合計を使用枚数として、テスト

・ミスコピ－枚数を控除した枚数で１枚あたりの単価を記載し、金額欄には６０箇月分

を記載すること。なお、１箇月の複写枚数は、モノクロコピー・プリント１０，０００

枚、カラーコピー・プリントは１，０００枚分ずつとする。 

   ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の １００分の１０に相当す

る金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を

もって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の １１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 

 

２ 契約に係る特約事項 

(1)  この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例（平成１７年宮崎県条例第８１号）第２条第１項第１号の規

定による契約であり、県は、上記１の（４）の契約期間において次に掲げる場合のいずれ

かに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 

   ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契約に違反した場合 

   イ 本件契約の相手方が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（同条第６

号に規定する暴力団員をいう。）と密接な関係を有するものであると認められた場合 

   ウ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以後において本件契約に係る県の歳出予算が

減額又は削除された場合 

 



(2)  県は、（１）の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠

償の責めを負わないものとする。 

 

３ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 (1) この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

ア 物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、業種がサ 

 ービス（役務の提供）に関する業種、営業種目が賃貸業務、種目が事務機器の者であるこ 

 と。 

   イ 宮崎県内に本店又は支店（営業所を含む。）を有する者であること。 

    ウ 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。 

   エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第 １６７条の４の規定に該当する者でな

いこと。 

    オ 納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設置、設定できると認められる

者であること。 

  カ 本件の物品について、保守、点検、修理、部品の提供等のアフターサービスを納入先の

求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 

  キ 納入する物品を第三者として貸付けしようとする者にあっては、当該物品を自ら貸付け

できる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者。 

  ク 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和４６

年宮崎県告示第９３号）に基づく指名停止を受けてないこと。 

  ケ 会社更生法（平成１４年法律第 １５４号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第 ２２５号）に基づく再生手続開始の申立て（以下これらを「申立て」

という。）がなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始、

又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない

者とみなす。 

 

４ 契約条項を示す場所及び期間 

(1)   場所 郵便番号 ８８０－８５０２ 宮崎市橘通東１丁目９番１０号 

        宮崎県教育庁文化財課文化財担当 電話番号０９８５－２６－７２５０ 

（2） 期間 令和３年８月２０日から令和３年８月３０日まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで。） 

 

５ 入札説明書及び仕様書の交付場所及び交付期間 

  (1) 場所 宮崎県教育庁文化財課文化財担当 

  (2) 期間 令和３年８月２０日から令和３年８月３０日まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで。） 



 

６ 入札説明会 

  入札説明会は実施しない。ただし、本件入札に関する質問については令和３年８月２５日午

後５時まで受け付ける。なお、入札に関する質問にあっては個別に対応するが入札に参加しよ

うとする者全員に周知する必要があると判断したものに関しては、メール又はホームページで

通知する。 

 

７ 入札の場所及び日時 

  (1) 場所 県庁３号館３階 共用会議室 

  (2) 日時 令和３年９月８日(水曜日) 午前１０時 

 

８ 入札保証金に関する事項 

  入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）第 １００条の規定

による。 

 

９ 入札の無効に関する事項 

  本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札、その他宮崎県財務規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）第 １２５条各号のい

ずれかに該当する入札は、無効とする。 

 

10 落札者の決定方法 

   宮崎県財務規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）第 １２２条の規定に基づき作成された予定

価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。 

 

11 入札者に求められる事項 

  この競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める入札参加資格の確認に必要な書類

を４の(1)に示した場所に令和３年８月３０日午後５時までに提出しなければならない。 

 

12 その他 

    詳細は、入札説明書による。 

    本入札は、事前審査型の一般競争入札（条件付）とする。 


